
入 札 公 告 

 

国立大学法人兵庫教育大学（以下「兵庫教育大学」という。）において、下記のとおり物品の買受けにつ

いて一般競争に付します。 

 

記 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）件名 兵庫教育大学土地建物売却 一式 

（２）売却不動産の表示 別紙 物件概要書のとおり 

 

２．競争に参加する者に必要な資格 

（１）国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第３条及び第４条の規

定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために

必要な同意を得ている者は、同３条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）各省各庁の競争参加資格（全省庁統一資格）又は兵庫教育大学競争参加資格において、令和６年度

に近畿地域の「物品の買受け」のＡ・Ｂ・Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。 

（３）その他契約規程第５条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 

（４）次の①～⑮に該当しない者であること。 

①当該売払物件に関する事務に従事する職員である者 

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団及び警察当局から排除要請のある者 

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条に規定す

る営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行う者 

④貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業を営む者（銀行法（昭和５６

年法律第５９号）第２条第１項に規定する者を除く。） 

⑤被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除く 

⑥当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

⑦会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に

基づく更生又は再生手続を行っている者 

⑧国、地方公共団体、国立大学法人（国立大学法人兵庫教育大学も含む）または独立行政法人等から、

取引停止の措置を受けている期間中の者 

⑨行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者 

⑩社会問題をおこしている者 

⑪政治団体 

⑫宗教団体 

⑬国税、地方税等を滞納している者 

 



⑭次の各号の１に該当すると認められる者で、その事実があった後三年を経過してない者。これを代

理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。 

ア．契約の履行にあたり故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をした者 

イ．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合し

た者 

ウ．落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ．監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

オ．正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

カ．前各号のいずれかに該当したことにより一般競争に参加できないこととされている者を、契約

の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑮契約担当役が売払先として不適当と認めた者 

 

３．入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時 

（入札説明書等交付場所） 

所在地 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目３番１号 

場所 みずほ不動産販売株式会社 神戸センター 

（入札説明書等交付期間） 

受付期間 令和７年２月７日（金） ～ 令和７年２月２１日（金）１２時 

 

４．現地内覧会 

令和７年２月１４日（金）１３時～１５時（事前予約制） 

 

５．入札参加申出書の提出場所及び受領期限 

（１）提出場所 上記３に同じ 

（２）受領期限 令和７年２月２１日（金）１２時 

 

６．開札の場所及び日時 

（１）開札場所 国立大学法人兵庫教育大学事務局 

（２）開札日時 令和７年２月２８日（金） １１時 

 

７．入札方法 

落札決定に当たっては、競争参加資格を有する者によって競争入札を行い、本学が定める予定価格以

上の最高金額をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。なお、入札書に記載する金額は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜金額を入札書に記載

すること。 

 

 



８．入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除する 

（２）契約保証金 有り（１０％以上） 

 

９．入札の無効 

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他契約規程第８条第１項各

号に掲げる入札書は無効とする。 

 

１０．契約書の作成 

競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は契約書を作成するものとする。 

 

１１．異議の申立 

入札者は、入札後本公告、契約書案等について、異議の申立をすることができない。 

 

１２．その他 

（１）郵便、電信による入札は認めない。 

（２）代理入札の場合は委任状を提出すること。この場合代理人名をもって入札すること。 

（３）入札は本学所定の用紙をもって行う。 

（４）入札説明並びに契約条項を示す日時に参集しない者は、特別の事情のある場合を除き、入札に参加

することができない。ただし、「入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時」の記載がない場合は、

この限りではない。 

（５）その他細部については、みずほ不動産販売株式会社 神戸センター（担当：西坂）に問い合わせる

こと。電話：０７８－３２２－３０３０ 

 

令和７年２月７日 

国立大学法人兵庫教育大学 契約担当役 事務局長 田中賢一 

 


